


 

 

議案第３０号山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例に対

する修正案  

 

議案第３０号山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例の一部を

次のように修正する。  

第１条中「まちづくりの推進」の次に「並びに空家等の活用促進に

よる地域の振興」を加える。  

 第２条第３号中「周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等（特定空

家等であるものを除く。）」を「特定空家等になるおそれのある空家

等」に改め、同条中第４号を削り、第５号を第４号とする。  

 第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とする。  

第９条中「又は助言若しくは」を「、助言その他必要な援助又は」

に改め、同条を第１０条とする。 

第８条第５項中「及び運営」を削り、同条を第９条とする。 

第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条を第６条とする。  

第４条中「市は」の次に「、基本理念にのっとり」を加え、同条を

第５条とする。  

第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。  

 （基本理念）  

第３条 空家等に関する対策の基本理念は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活

環境の保全を図るため、空家等の適切な管理を促進すること。  

(2) 空家等が定住の促進及び地域振興のための有用な資源であるこ

とを認識して、活用を促進すること。  

(3) 市、空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）及

び市民等がそれぞれの役割を認識し、相互の理解と連携を図りつ

つ、協働して取り組むこと。  

 附則第１項中「平成２９年４月１日」を「公布の日」に改める。  
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山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例修正案新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）に定め

るもののほか、市の空家等に関する対策の推進に関し必要な

事項を定めることにより、市民等の生活環境の保全及び安全

で安心なまちづくりの推進並びに空家等の活用促進による地

域の振興に寄与することを目的とする。 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）に定め

るもののほか、市の空家等に関する対策の推進に関し必要な

事項を定めることにより、市民等の生活環境の保全及び安全

で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、 

 それぞれ当該各号に定めるところによる。 それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 管理不適切空家等 法第３条の規定による適切な管理が

されておらず、特定空家等になるおそれのある空家等をい

う。 

(3) 管理不適切空家等 法第３条の規定による適切な管理が

されておらず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等

（特定空家等であるものを除く。）をいう。 

 (4) 所有者等 市内に所在する空家等の所有者又は管理者を

いう。 

 (4) （略）  (5)  （略） 

 （基本理念）  

第３条 空家等に関する対策の基本理念は、次に掲げるとおり 

とする。 
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(1) 地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、そ 

の生活環境の保全を図るため、空家等の適切な管理を促進 

すること。 

(2) 空家等が定住の促進及び地域振興のための有用な資源で

あることを認識して、活用を促進すること。 

(3) 市、空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」とい

う。）及び市民等がそれぞれの役割を認識し、相互の理解

と連携を図りつつ、協働して取り組むこと。 

第４条 （略） 第３条 （略） 

 （市の責務）  （市の責務） 

第５条 市は、基本理念にのっとり、空家等の適切な管理及び

活用促進等に関する必要な施策を実施しなければならない。 

第４条 市は、空家等の適切な管理及び活用促進等に関する必

要な施策を実施しなければならない。 

第６条 （略） 第５条 （略） 

第７条 （略） 第６条 （略） 

第８条 （略） 第７条 （略） 

（協議会） （協議会） 

第９条 （略） 第８条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織について必要な

事項は、規則で定める。 

５ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営につい

て必要な事項は、規則で定める。 

（情報の提供又は助言等） （情報の提供又は助言等） 

第１０条 市長は、法第９条第１項の規定により空家等を調査

した場合において、当該空家等が管理不適切空家等であると

認めるときは、当該管理不適切空家等の所有者等又はその関

第９条 市長は、法第９条第１項の規定により空家等を調査し

た場合において、当該空家等が管理不適切空家等であると認

めるときは、当該管理不適切空家等の所有者等又はその関係
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係人に対し、空家等の適切な管理を促進するための情報の提

供、助言その他必要な援助又は指導を行うことができる。 

人に対し、空家等の適切な管理を促進するための情報の提供

又は助言若しくは指導を行うことができる。 

第１１条 （略） 第１０条 （略） 

第１２条 （略） 第１１条 （略） 

附 則  附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ （略） ２ （略） 

 


